
 

 

 解雇した社員であっても，解雇そのものまたはそれに関連する退職条件等が団体

交渉の対象となっている場合には，労働組合法第 7 条第 2 号の「雇用する労働者」

に含まれるため，解雇した社員が加入した労働組合からの団体交渉を正当な理由な

く拒絶した場合，団交拒否の不当労働行為となります（労組法 7 条 2 号）。 

 したがって，解雇した社員が合同労組に加入してその合同労組が団体交渉を申し

入れてきた場合は，団体交渉に応じなければなりません。 
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